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国
勢
調
査
は
、
平
成
27
年
10
月
１
日
現

在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
と

世
帯
が
対
象
で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
回
答
を
し
て

い
な
い
世
帯
に
対
し
、
９
月
下
旬
か
ら
国

勢
調
査
の
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
票
を

お
配
り
し
ま
し
た
。

　

調
査
票
を
も
れ
な
く
記
入
の
う
え
、
10

月
７
日
㈬
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

記
入
し
た
調
査
票
は
、
調
査
員
に
直
接

提
出
す
る
か
、
調
査
票
と
一
緒
に
配
布
し

た
郵
送
提
出
用
の
封
筒
に
入
れ
て
、
郵
送

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
10
月
７
日
㈬
ま
で
に
調
査
票
の
提
出
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
世
帯
に
対
し
て
、
再

度
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。
す
で
に
郵
送

で
提
出
し
た
世
帯
に
対
し
て
調
査
員
が
訪

問
し
た
場
合
に
は
、
調
査
員
に
郵
送
提
出

済
み
で
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
企
画
課

　

市
お
よ
び
桶
川
市
商
工
会
で
は
、
市
内

の
商
工
業
振
興
、
消
費
喚
起
を
図
る
「
元

気 

オ
ケ
ち
ゃ
ん
商
品
券
」
の
キ
ャ
ン
セ

ル
分
を
販
売
し
ま
す
。

　

と
き
▼
10
月
10
日
㈯
午
前
10
時
か
ら

　

販
売
場
所
▼
分
庁
舎
会
議
室
１

　

販
売
方
法
▼
先
着
順
（
売
切
れ
次
第
終

了
と
な
り
ま
す
。）

　

販
売
冊
数
▼
１
，
１
２
５
冊

　

販
売
限
度
冊
数
▼
一
人
５
冊
ま
で

　

販
売
価
格
▼
１
冊
１
万
円
（
１
冊
で

１
万
３
千
円
分
の
買
い
物
が
で
き
ま

す
。）
500
円
券
26
枚
つ
づ
り
（
共
通
券
16

枚
・
専
用
券
10
枚
）

　

詳
し
く
は
詩
産
業
観
光
課
、
ま
た
は
桶

川
市
商
工
会
☎
786
―
０
９
０
３
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

　
　
　
が
通
知
さ
れ
ま
す

　

立
候
補
の
受
付
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、

書
類
を
完
備
し
て
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

　

と
き
▼
10
月
21
日
㈬
、
22
日
㈭
、
23
日

㈮
の
午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
３
日
間
）

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
102

　

持
参
す
る
も
の
▼

　

候
補
者
届
出
書
、
供
託
証
明
書
（
供
託

書
）、
宣
誓
書
、
所
属
党
派
証
明
書
（
無

所
属
の
場
合
は
不
要
）、
戸
籍
謄
本
ま
た

は
抄
本
、
通
称
認
定
申
請
書
（
通
称
の
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
候
補
者
の
み
）、

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
（
タ
ブ
ロ
イ
ド
型
、

長
さ
42
㎝
×
幅
30
㎝
の
範
囲
内
）、
選
挙

公
報
掲
載
文
、
印
鑑
（
候
補
者
届
出
書
に

押
印
す
る
印
鑑
）

【
そ
の
他
同
時
に
届
出
す
る
も
の
】

　

出
納
責
任
者
選
任
届
、
選
挙
事
務
所
設

置
届
出
書
、
選
挙
運
動
の
事
務
員
お
よ
び

車
上
運
動
員
（
う
ぐ
い
す
嬢
）
の
届
出

【
選
挙
公
営
届
出
書
】

　

選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
の
届
出
書
、

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
作
成
届
出
書
一
式

【
立
候
補
の
受
付
】

　

と
き
▼
11
月
８
日
㈰
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
301

　

詳
し
く
は
詩
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

桶
川
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

（
11
月
15
日
㈰
）に
立
候
補
す
る
人
へ

～
立
候
補
届
出
書
類
の
事
前
審
査
を

実
施
し
ま
す
～

「
元
気 

オ
ケ
ち
ゃ
ん
商
品
券
」
の

キ
ャ
ン
セ
ル
分
の
販
売
を
し
ま
す

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　

７
月
下
旬
か
ら
８
月
上
旬
頃
に
、
臨
時

福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者
に
な
る
可
能

性
の
あ
る
人
に
、
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し

た
が
、
申
請
締
切
が
11
月
６
日
㈮
【
消
印

有
効
】
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
期
限
を

過
ぎ
る
と
申
請
を
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
る
人
は
、
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
▼
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、
桶

川
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
、
平
成
27

年
度
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
（
非
課
税
の
）
人

※
た
だ
し
、
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
お
よ
び
生
活
保

護
受
給
者
は
除
き
ま
す
。

　

申
請
方
法
▼
申
請
書
が
届
い
た
人
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
添

付
書
類
と
と
も
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に

入
れ
て
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
臨
時
福
祉
給
付
金
窓
口
（
分
庁
舎
下
水

道
課
前
）
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

　

詳
し
く
は
詩
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
☎
787
―
９
１
１
１
、
787
―
９
１
１

２
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

平
成
27
年
国
勢
調
査
を

全
国
一
斉
に
実
施
し
て
い
ま
す

調
査
票
の
記
入
は
お
済
み
で
す
か
？

駅西口連絡所 再開のお知らせ

詳しくは 詩市民課

　桶川マインの改修工事に伴い休館中となっていた駅西口連絡所
が、桶川マインのリニューアルにあわせ、10月１日㈭から業務を再
開します。（変更になる場合があります。）
　業務時間▶午前10時～午後７時30分
※10月２日㈮は、マイナンバー法施行に伴うシステム整備作業のた
め、午後５時15分までとなります。
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注）この平面図は概要を示したもので、間取りの詳細などは
確定ではありません。

〈駅西口連絡所の位置図〉
（桶川マイン４階）

※以前の場所から変更になります。

通路

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
10
月
５
日
か
ら
12
月
ま
で
の
間
に
、

市
区
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

て
い
る
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、

原
則
と
し
て
住
民
票
の
世
帯
ご
と
に
簡
易

書
留
で
送
り
ま
す
。
通
知
に
は
「
通
知

カ
ー
ド
」、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
書
」、

説
明
書
な
ど
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
後
「
通
知
カ
ー
ド
」
に
記
載
さ
れ
て

い
る
住
所
や
氏
名
な
ど
を
変
更
す
る
手
続

き
の
際
に
は
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
の
際
に
併
せ
て

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
、
各
種
手

続
き
や
申
請
の
と
き
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。「
通

知
カ
ー
ド
」
が
届
い
た
ら
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
人
は
…

　

内
閣
官
房
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
マ
イ
ナ

ち
ゃ
ん
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
解
説
」
で
検
索

し
て
く
だ
さ
い
。

　

制
度
全
般
に
関
す
る
問
合
せ
詩
国
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７

０
―
20
―
０
１
７
８

　休館日▶土・日曜日、祝日、
年末年始、桶川マイン休業
日（不定期）
　主な取扱業務▶
　住民票の写し、戸籍謄・抄
本、印鑑登録証明書、課税証
明書、母子手帳などの交付
※証明書の内容により、午
後５時15分以降の申請は翌
日以降の交付となる場合が
あります。

10月３日㈯は
土曜窓口を行いません

マイナンバー「通知カード」イメージ

　毎週土曜日は、証明書な
どの発行業務を中心に「土
曜窓口」として開庁してい
ますが、10月３日㈯は、マ
イナンバー法施行に伴うシ
ステム整備作業のため、仮
設庁舎の土曜窓口は臨時閉
庁します。

臨時閉庁する課（仮設庁舎）

 市民課・税務課・収税課・
 障害福祉課・保険年金課・
 こども支援課

※10月３日は第１土曜日に
当たるため、高齢介護課お
よび環境センターについて
は、通常どおりお休みです。
　詳しくは至総務課

枯
れ
草
火
災
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

毎
年
、
秋
・
冬
に
、
野
焼
き
、
火
遊
び

お
よ
び
放
火
な
ど
に
よ
る
枯
れ
草
火
災
が

多
発
し
ま
す
。
所
有
地
の
枯
れ
草
は
早
め

に
刈
り
取
り
ま
し
ょ
う
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予

防
課
☎
048
―
597
―
２
０
０
４

通知カード
個人番号　◯◯◯・・・・◯◯◯
氏　　名　番号花子
住　　所　△県◯市□町1-1-1
平成◯年□月△日生　　　　性別　女
発行　平成◯◯年◯月◯日　　◯市長
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し
く
は
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課
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③
８
～
10
人
槽
⇨
54
万
８
千
円

【
処
分
費
用
】

　

転
換
と
と
も
に
転
換
前
の
既
存
単
独
浄

化
槽
、
ま
た
は
汲
み
取
り
便
槽
を
処
分
す

る
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

を
補
助
し
ま
す
。

○
処
分
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
額

（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

○
上
限
６
万
円

※
補
助
対
象
基
数
は
予
算
の
範
囲
内
と
な

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
対
象
地
域
の
確
認
お
よ
び
申
請
書
類
の

受
け
取
り
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
環
境
課

　

浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
な
ど
か
ら
出
た
汚

水
を
微
生
物
の
働
き
に
よ
り
、
き
れ
い
に

し
て
放
流
す
る
設
備
で
す
。
通
常
、
庭
先

や
駐
車
場
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
面
に
２
、３
個
並
ん
だ
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

や
空
気
を
送
る
機
器
（
ブ
ロ
ア
）
が
あ
る

場
合
は
、
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
「
保

守
点
検
」、「
清
掃
」、「
定
期
水
質
検
査
」

の
受
検
が
法
律
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て

　

市
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水

域
の
水
質
汚
濁
の
防
止
な
ら
び
に
生
活
環

境
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
、
単

独
浄
化
槽
・
汲
み
取
り
便
槽
か
ら
合
併
浄

化
槽
に
転
換
す
る
人
に
補
助
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　

補
助
対
象
▼

　

市
街
化
調
整
区
域
内
で
専
用
住
宅
に
既

存
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
汲
み
取
り
便

槽
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、
こ
れ
ら
に
換

え
て
当
該
建
物
に
10
人
槽
以
下
の
浄
化
槽

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
際
に
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。
事
前
申
請
制
で
す
の
で
、
必

ず
設
置
工
事
着
手
前
に
申
請
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
場
合
は
補
助
金
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

・
浄
化
槽
の
設
置
工
事
に
着
手
し
て
い
る

場
合

・
設
置
工
事
が
完
了
し
て
い
る
場
合

・
公
共
事
業
に
伴
う
物
件
の
移
転
補
償
を

受
け
て
い
る
場
合

・
新
規
に
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合
（
建

築
確
認
申
請
を
要
す
る
住
宅
の
新
築
、
改

築
な
ど
の
工
事
が
伴
う
も
の
）

　

補
助
金
額
▼

【
転
換
費
用
】

①
５
人
槽
⇨
33
万
２
千
円

②
６
～
７
人
槽
⇨
41
万
４
千
円

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日

年
１
回
、
浄
化
槽
の
健
康
診
断
を

受
け
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
交
付

制
度
の
ご
案
内

い
ま
す
。

　
「
保
守
点
検
」
は
、
年
３
～
４
回
、
機

器
の
点
検
・
調
整
や
消
毒
薬
の
補
充
を
行

う
こ
と
で
す
。

　
「
清
掃
」
は
、
年
１
回
、
浄
化
槽
の
内

部
に
た
ま
っ
た
固
形
物
な
ど
を
引
き
抜
く

こ
と
で
す
。

　
「
定
期
水
質
検
査
」
は
、
年
１
回
、
浄

化
槽
か
ら
の
放
流
水
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
浄
化
槽
が
十
分
浄
化
機
能
を
発
揮
し
て

い
る
か
を
検
査
す
る
も
の
で
す
。
検
査
結

果
は
、
使
用
者
や
保
守
点
検
業
者
に
通
知

さ
れ
、
普
段
の
維
持
管
理
に
活
か
さ
れ
ま

す
。

　

現
在
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
が
川
の

汚
濁
原
因
の
７
割
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
を
安
心
し
て
使
い
、
地
域
の
水
環

境
を
良
好
に
保
つ
た
め
に
、
浄
化
槽
を
使

用
し
て
い
る
人
は
、
必
ず
定
期
水
質
検
査

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

定
期
水
質
検
査
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、

知
事
指
定
検
査
機
関
か
契
約
し
て
い
る
保

守
点
検
業
者
・
清
掃
業
者
に
連
絡
し
て
検

査
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
定
期
水
質
検
査
の
手
数
料
（
非
課
税
）

10
人
槽
以
下
（
家
庭
用
浄
化
槽
）５
千
円

※
11
人
槽
以
上
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

問
合
せ
詩
（
一
社
）
埼
玉
県
環
境
検
査

研
究
協
会
☎
649
―
５
１
５
１

　

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
と

し
て
、
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
を
使
っ
た
タ
ペ

ス
ト
リ
ー
を
完
成
さ
せ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
埼
玉
県
と
県
内
17
の
市
・
町
で
協
力
し

て
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
思
い
を
集
め
て
、
Ｄ
Ｖ
の
な

い
社
会
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

期
間
▼
10
月
１
日
㈭
～
６
日
㈫

　

設
置
場
所
▼
仮
設
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

※
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
（
む
ら
さ
き
色
の
リ

ボ
ン
）
は
、
Ｄ
Ｖ
を
は
じ
め
と
す
る
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
そ
う
と
い
う
国
際

的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

　

詳
し
く
は
詩
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

「
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
製
作
に
ご
協
力
を
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市民税・県民税【第３期】

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
                      【第４期】

納期限…11月２日　
納付は期限内に！

今月の納期

至

11 102015. 10 2015. 10
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

４
月
１
日
か
ら
「
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
法
」
が
施
行
さ
れ
、
離
職
な
ど
に
よ
り

生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
を
対
象
に
、
自

立
に
向
け
た
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま

し
た
。
生
活
で
お
困
り
の
人
、
ま
た
、
周

り
に
お
困
り
の
人
が
い
た
ら
、
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
主
な
支
援
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。

 

自
立
相
談
支
援

　

就
労
そ
の
他
、
自
立
に
向
け
た
相
談
支

援
お
よ
び
自
立
計
画
の
作
成

　上日出谷南ならびに下日出谷東特定土地区画整理事
業地内の西側大通り線（都市計画道路）について、10
月30日㈮に全線開通する予定です。
　詳しくは至西部区画整理推進事務所☎786-0543

大
卒
な
ど
就
職
面
接
会
開
催
の
お
知

ら
せ（
事
前
申
込
不
要
・
参
加
無
料
）

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
、

年
金
額
を
多
く
す
る
た
め
に
、

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
ま
せ
ん
か
！

　

任
意
加
入
に
は
高
齢
任
意
加
入
と
在
外

任
意
加
入
が
あ
り
ま
す
。

●
高
齢
任
意
加
入
制
度
と
は

　

日
本
に
住
む
20
～
60
歳
の
す
べ
て
の
人

は
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
が
、
60
歳
以

上
の
人
も
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

人
は
、
希
望
す
る
と
国
民
年
金
に
加
入
で

き
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原
則

口
座
振
替
で
す
。
た
だ
し
、
口
座
を
持
っ

て
い
な
い
場
合
や
、
資
格
を
喪
失
す
る
ま

で
の
期
間
の
保
険
料
を
前
納
す
る
場
合
な

ど
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
現

金
で
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

①
任
意
加
入

　

60
～
65
歳
の
人
で
、
年
金
加
入
期
間
が

短
く
、
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の
必
要
な

期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
人
や
、
未
加
入

や
保
険
料
未
納
期
間
が
あ
る
た
め
に
年
金

額
が
少
な
い
人
は
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
や
、

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る

人
は
任
意
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

②
特
例
任
意
加
入

　

65
歳
の
時
点
で
受
給
資
格
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
で
、
日
本
国
内
に
住
ん
で

い
る
人
、
ま
た
は
海
外
に
住
ん
で
い
る
日

本
国
籍
が
あ
る
人
は
、
受
給
資
格
を
満
た

す
ま
で
（
最
長
70
歳
ま
で
）
任
意
加
入
で

き
ま
す
。

【
手
続
き
】

　

保
険
年
金
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

持
ち
物
▼
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
預
貯
金

通
帳
、
通
帳
届
出
印

※
特
例
任
意
加
入
の
場
合
は
、
戸
籍
謄
本

も
必
要
で
す
。

●
在
外
任
意
加
入
制
度
と
は

　

海
外
に
在
住
す
る
場
合
で
も
、
希
望
す

る
と
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

　

任
意
加
入
期
間
中
に
保
険
料
を
納
め
る

と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
海
外
に
在
住
し
て
い
る
間
に
、
事

故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
亡
く

な
っ
た
と
き
に
は
、
保
険
料
を
納
め
て
い

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
保
障
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
国
内
に
住
む
親
族
な
ど

協
力
者
が
代
わ
り
に
納
め
る
方
法
や
、
協

力
者
が
い
な
い
場
合
は
、
日
本
に
開
設
し

て
い
る
預
貯
金
の
口
座
か
ら
口
座
振
替
に

よ
り
納
め
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
は
、
海
外
転
出
の
届
け

出
を
済
ま
せ
た
後
、
出
国
前
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
保
険
年
金
課

区画整理地内の西側大通り線が
全線開通します！

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
入
会
を
希

望
す
る
人
は
、
説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

　

入
会
で
き
る
人
▼
市
内
在
住
の
60
歳
以

上
で
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

　

と
き
▼
①
10
月
20
日
㈫
②
11
月
17
日
㈫

③
12
月
15
日
㈫
④
平
成
28
年
１
月
19
日
㈫

⑤
２
月
16
日
㈫
⑥
３
月
15
日
㈫
※
各
午
前

９
時
か
ら

　

と
こ
ろ
▼
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
北
１
―
12
―
10
）

　

問
合
せ
詩
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
☎

777
―
１
９
２
０

　

対
象
▼
平
成
28
年
３
月
に
大
学
（
院
）・

短
大
・
高
専
・
専
門
学
校
な
ど
卒
業
予
定

者※
卒
業
後
お
お
む
ね
３
年
以
内
の
人
も
可

　

と
き
▼
10
月
21
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

（
受
付
開
始
午
後
０
時
10
分
）

　

と
こ
ろ
▼
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
地
下

展
示
場

　

持
ち
物
▼
履
歴
書
複
数
枚
（
履
歴
書
な

し
で
も
参
加
可
）、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー

ド
（
お
持
ち
の
人
）

※
参
加
企
業
な
ど
詳
し
い
情
報
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
☎
650
―
２
２
３
４
ま
た
は
、
最
寄
り
の

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ　

Ｎ

べにばな陸橋

ベニバナ
ウォーク

日出谷小

旧市役所
本庁舎

桶
川
駅

至 上尾

至 川越 至 久喜

至 川田谷

県道
川越栗橋線

西側大通り線
開通｝

生
活
困
窮
者
の
支
援
制
度
が

始
ま
り
ま
し
た

 

住
宅
確
保
給
付
金

　

離
職
に
よ
り
住
居
を
失
う
お
そ
れ
が
あ

る
人
へ
の
家
賃
相
当
額
の
給
付
金
の
支
給

※
利
用
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

 

就
労
準
備
支
援

　

就
労
に
必
要
な
訓
練
の
受
講
ま
た
は
就

労
・
自
立
に
向
け
た
生
活
支
援

 

学
習
支
援

　

生
活
に
困
窮
す
る
世
帯
の
子
ど
も
へ
の

学
習
相
談
お
よ
び
支
援
、
学
習
教
室
な
ど

　

詳
し
く
は
詩
社
会
福
祉
課

　

と
き
▼
11
月
３
日
（
火
・
祝
）
午
前
８

時
（
県
庁
）
出
発
※
男
子
の
み

　

選
手
通
過
予
定
時
間
▼
午
前
８
時
50
分

～
９
時
５
分

　

と
こ
ろ
▼
中
山
道

※
応
援
を
す
る
人
は
、
徒
歩
・
自
転
車
な

ど
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
詩
（
一
財
）
埼
玉
陸
上
競
技
協

会
☎
771
―
４
２
４
８

２
０
１
５
彩
の
国
実
業
団
対
抗
駅
伝

大
会
に
伴
う
交
通
規
制
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
第
10
回
定
例
会

　

と
き
▼
10
月
30
日
㈮
午
後
２
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
303

　

傍
聴
を
希
望
す
る
場
合
は
、
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を

制
限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
ね
が
い
ま
す
。

次
回
は
11
月
25
日
㈬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
教
育
総
務
課

　

平
成
27
年
６
月
13
日
（
推
定
）、
川
田

谷
７
２
２
８
番
地
先
荒
川
河
川
内
で
、
身

元
不
明
の
死
亡
人
（
本
籍
・
住
所
・
氏
名

不
詳
、
推
定
年
齢
30
～
70
歳
位
、
女
性
、

推
定
身
長
159
セ
ン
チ
前
後
）
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。

　

着
衣
お
よ
び
所
持
品
は
次
の
と
お
り
で

す
。

・
白
色
長
袖
シ
ャ
ツ
（cosby Quality 

Germ
an

サ
イ
ズ
L
）

・
白
色
キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル
（
裾
に
レ
ー
ス
付

き
）

・
ジ
ー
パ
ン
（
LL
サ
イ
ズ
）

・
白
色
肌
着
（GUNZE

快
適
工
房
の
も

の
）

・
白
色
パ
ン
ツ

・
黒
色
ス
ニ
ー
カ
ー
（
左
足
、
24
㎝
）

　

身
元
不
明
の
た
め
当
市
に
て
火
葬
に
付

し
、
遺
骨
は
寺
院
に
保
管
し
て
あ
り
ま
す
。

心
当
た
り
が
あ
る
人
は
、
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
社
会
福
祉
課

行
旅
死
亡
人
に
つ
い
て

　

計
量
法
で
は
、
取
引
や
証
明
に
使
用
す

る
〈
は
か
り
〉
に
つ
い
て
、
２
年
ご
と
に

検
査
を
受
け
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

集
合
検
査
の
対
象
と
な
る
は
か
り
は
、

ひ
ょ
う
量
が
250
㎏
以
下
の
機
械
式
の
は
か

り
で
す
。
該
当
す
る
〈
は
か
り
〉
を
お
持

ち
の
人
は
、
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

宅
急
便
の
取
扱
店
で
使
用
し
て
い
る
〈
は

か
り
〉
に
つ
い
て
も
検
査
が
必
要
で
す
。

　

電
気
式
は
か
り
と
ひ
ょ
う
量
が
250
㎏
を

超
え
る
機
械
式
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
別

途
巡
回
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

※
平
成
25
年
度
に
受
検
し
た
商
店
や
事
業

所
な
ど
に
は
案
内
文
を
お
送
り
し
ま
す
が
、

新
し
く
受
検
す
る
人
は
産
業
観
光
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

と
き
・
と
こ
ろ
▼

①
10
月
26
日
㈪
→
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
駐
車
場
）

②
10
月
27
日
㈫
→
サ
ン
・
ア
リ
ー
ナ
（
駐

車
場
）

※
受
付
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午

後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　

詳
し
く
は
詩
産
業
観
光
課

計
量
器
（
は
か
り
）
の
定
期
検
査

（
集
合
検
査
）
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

し
て
い
る
人
は
、
年
齢
に
関
わ
ら
ず
引
き

続
き
対
象
と
な
り
ま
す
。）

　

助
成
額
▼

　

医
療
保
険
制
度
に
よ
る
医
療
費
の
一
部

負
担
金
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
お
よ
び

附
加
給
付
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の

額
を
控
除
し
た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

　

助
成
を
受
け
る
方
法
▼

　

あ
ら
か
じ
め
市
へ
受
給
者
登
録
し
「
重

度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」

の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
助
成
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

①
窓
口
払
い
な
し

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
し
て
い
る

診
療
の
場
合
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

助
成
対
象
の
医
療
費
を
支
払
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

○
受
診
時
に
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
健
康

保
険
証
と
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給

資
格
者
証
を
提
示

○
桶
川
市
内
の
医
療
機
関
を
受
診
（
一
部

対
象
外
の
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
。）

○
一
医
療
機
関
で
の
一
か
月
の
累
計
自
己

負
担
金
額
（
保
険
適
用
分
）
が
、
２
万
１

千
円
未
満

※
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
や
、

人
工
透
析
の
調
剤
分
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
条
件
に
該
当
し
て
い
て
も
窓
口
無
料
化

の
対
象
外
で
す
。

②
い
っ
た
ん
支
払
い
、
翌
月
以
降
申
請

　

①
以
外
の
場
合
、
窓
口
で
い
っ
た
ん
医

療
費
を
支
払
い
、
診
療
月
の
翌
月
以
降
に

申
請
書
を
市
の
指
定
提
出
先
（
※
１
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
の
翌
月
末
に

医
療
費
を
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

（
※
１
）指
定
提
出
先
と
は
、
障
害
福
祉
課
、

保
健
セ
ン
タ
ー
・
東
部
連
絡
所
・
駅
西
口

連
絡
所
（
桶
川
マ
イ
ン
４
階
）、
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
（
駅
前
・
日
出
谷
）、
各

公
民
館
、
各
保
育
所
（
通
所
し
て
い
る
児

童
お
よ
び
家
族
の
人
の
分
に
限
る
。）

※
市
役
所
な
ど
の
窓
口
の
ほ
か
に
、
桶
川

市
お
よ
び
上
尾
市
、
北
本
市
、
伊
奈
町
に

あ
る
協
定
医
療
機
関
窓
口
で
も
提
出
で
き

ま
す
。

※
協
定
医
療
機
関
は
、
障
害
福
祉
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
請
求
期
間
は
、
受
診
し
た
日
か
ら
５
年

間
で
す
。

　

詳
し
く
は
詩
障
害
福
祉
課

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
10
月
31
日
ま
で
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
10
月
上
旬
に
、
簡

易
書
留
で
郵
送
予
定
で
す
。

　

配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
、
受
取
方
法

に
つ
い
て
の
「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の
お

知
ら
せ
」
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
案
内

に
従
っ
て
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

【
短
期
被
保
険
者
証
（
短
期
証
）
の
交
付

に
つ
い
て
】

　

こ
の
制
度
は
、
重
度
の
心
身
障
害
の
あ

る
人
や
そ
の
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

し
、
重
度
心
身
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
平
成

26
年
４
月
か
ら
窓
口
払
い
が
一
部
廃
止
に

な
り
ま
し
た
。

　

助
成
を
受
け
ら
れ
る
人
▼

　

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
国
民
健
康

保
険
ま
た
は
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
・
３
級
を
持
つ

人②
療
育
手
帳
（
み
ど
り
の
手
帳
）Ⓐ
・
Ａ
・

Ｂ
を
持
つ
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
持

つ
人
（
精
神
病
棟
へ
の
入
院
分
の
助
成
を

除
く
）

④
65
歳
以
上
で
、
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
た
人

⑤
75
歳
以
上
で
、
次
の
障
害
程
度
の
状
態

で
あ
る
旨
の
市
長
の
認
定
を
受
け
た
人

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

の
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
（
音
声
・
言
語
、

下
肢
の
一
部
）

※
た
だ
し
、
平
成
27
年
１
月
１
日
以
降
、

①
～
⑤
に
該
当
す
る
等
級
の
手
帳
を
初
め

て
取
得
し
た
と
き
の
年
齢
が
、
65
歳
以
上

の
場
合
は
対
象
外
で
す
。（
す
で
に
受
給

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
制
度

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
病
気
や
け
が
の

と
き
に
か
か
る
医
療
費
の
大
切
な
財
源
で

す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
を
長
い
間
滞
納
し
て

い
る
場
合
は
、
通
常
の
保
険
証
に
代
え
て

短
期
被
保
険
者
証
（
短
期
証
）
を
交
付
し
、

納
税
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

※
短
期
証
と
は
、
有
効
期
限
が
短
い
保
険

証
の
こ
と
で
、
医
療
を
受
け
た
場
合
の
自

己
負
担
割
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
保
険
証
と

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
対
象
に
な
る
人
に
は
事
前
に
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
保
険
年
金
課

　

過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で
、
将
来
の

年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
「
後
納

制
度
」
が
、
10
月
１
日
か
ら
３
年
間
限
り

の
特
例
と
し
て
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
な
ど

は
、
後
納
制
度
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

　

問
合
せ
詩
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
☎
０
５
７
０
―
011
―
050
、
大
宮
年
金

事
務
所
☎
652
―
３
３
９
９

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
11
月
１
日
は
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
更
新
日
で
す
～

国
民
年
金
保
険
料

「
５
年
の
後
納
制
度
」
開
始

　

登
録
に
必
要
な
も
の
▼

　

子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
普
通
預
金
口

座
の
通
帳
（
生
計
中
心
者
名
義
の
も
の
）

●
す
で
に
登
録
済
み
の
人
で
、
転
出
や
転

居
、
健
康
保
険
証
の
変
更
、
振
込
先
口
座

の
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
届
け
出
し
て
く

だ
さ
い
。  

《
持
参
す
る
も
の
》
受
給
資
格
者
証
、
変

更
後
の
健
康
保
険
証
ま
た
は
預
金
通
帳

（
※
１
）
指
定
提
出
先
と
は
、
こ
ど
も
支

援
課
、
保
健
セ
ン
タ
ー
・
東
部
連
絡
所
・

駅
西
口
連
絡
所
（
桶
川
マ
イ
ン
４
階
）、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
駅
前
・
日
出
谷
）、

各
公
民
館
、
各
保
育
所
（
通
所
し
て
い
る

児
童
お
よ
び
家
族
の
人
の
分
に
限
る
。）

　
　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
11
月
１
日
か
ら

勤
務
で
き
る
嘱
託
支
援
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

募
集
人
員
▼
１
人

　

申
込
資
格
▼
昭
和
31
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
人

　

試
験
日
▼
10
月
15
日
㈭
午
後
１
時
15
分

～
　

試
験
会
場
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

　

試
験
方
法
▼
作
文
お
よ
び
面
接

　

申
込
受
付
▼
10
月
13
日
㈫
ま
で
に
、
履

歴
書
お
よ
び
資
格
証
の
写
し
（
見
込
証
明

書
な
ど
の
原
本
）
ま
た
は
卒
業
証
明
書

（
見
込
み
証
明
書
な
ど
の
原
本
）
を
保
育

課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
資
格
要
件
や
採
用
後
の
勤
務
条
件
な
ど

詳
し
く
は
、
保
育
課
で
配
布
す
る
募
集
案

内
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
保
育
課

こ
ど
も
医
療
費
支
給
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
子
ど
も
の
健
康
の
向
上

と
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
子
ど
も
の
医
療
費
（
保
険
適
用
分
）

を
助
成
す
る
も
の
で
す
。
平
成
26
年
４
月

か
ら
窓
口
払
い
が
一
部
廃
止
に
な
り
ま
し

た
。

　

助
成
を
受
け
ら
れ
る
人
▼

　

市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
０
歳
か
ら
中

学
校
第
３
学
年
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も

　

助
成
額
▼

　

対
象
の
子
ど
も
が
、
医
療
機
関
な
ど
で

保
険
診
療
に
よ
り
入
院
ま
た
は
通
院
し
た

場
合
の
、
医
療
費
の
一
部
負
担
金
お
よ
び

他
の
法
令
に
よ
る
医
療
費
の
本
人
負
担
額
。

　

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
お
よ
び
附
加
給

付
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
控

除
し
た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

※
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
「
災

害
共
済
給
付
制
度
」
の
対
象
や
交
通
事
故

な
ど
の
第
三
者
行
為
に
該
当
す
る
場
合
は
、

支
給
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

助
成
を
受
け
る
方
法
▼

　

あ
ら
か
じ
め
市
へ
受
給
者
登
録
し
「
こ

ど
も
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」
の
交
付
を

受
け
て
か
ら
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

助
成
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

①
窓
口
払
い
な
し

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
し
て
い
る

診
療
の
場
合
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

助
成
対
象
の
医
療
費
を
支
払
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

○
受
診
時
に
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
健
康

保
険
証
と
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
証
を

提
示

○
桶
川
市
内
の
医
療
機
関
を
受
診
（
一
部

対
象
外
の
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
。）

※
対
象
と
な
る
桶
川
市
内
の
医
療
機
関
は
、

こ
ど
も
支
援
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
一
医
療
機
関
で
の
一
か
月
の
累
計
自
己

負
担
金
額
（
保
険
適
用
分
）
が
２
万
１
千

円
未
満

※
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
や
、

人
工
透
析
の
調
剤
分
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
条
件
に
該
当
し
て
い
て
も
窓
口
無
料
化

の
対
象
外
で
す
。

②
い
っ
た
ん
支
払
い
、
翌
月
以
降
申
請

　

①
以
外
の
場
合
、
窓
口
で
い
っ
た
ん
医

療
費
を
支
払
い
、
診
療
月
の
翌
月
以
降
に

申
請
書
を
市
の
指
定
提
出
先
（
※
１
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
の
翌
月
末
に

医
療
費
を
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
市
役
所
な
ど
の
窓
口
の
ほ
か
に
、
桶
川

市
お
よ
び
上
尾
市
、
北
本
市
、
伊
奈
町
に

あ
る
協
定
医
療
機
関
窓
口
で
も
提
出
で
き

ま
す
。

※
協
定
医
療
機
関
は
こ
ど
も
支
援
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
請
求
期
間
は
、
受
診
し
た
日
か
ら
５
年

間
で
す
。

桶
川
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

嘱
託
支
援
員
（
放
課
後
児
童
支
援

員
）
募
集

★ 交通事故統計 ★
─桶川市内の人身事故─

（毎年１月からの累計）

平成27年
7月末

平成26年
7月末

対前年
同月比

件　　数 191件 194件 －３件

死　者　数 １人 ０人 １人

負傷者数 232人 236人 －４人

飛び出すな　向こうに友達　見つけても
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
※
1
）
所
得
制
限
額
（
児
童
扶
養
手
当

の
所
得
制
限
額
と
同
じ
）

（
※
2
）
指
定
提
出
先
と
は
、
こ
ど
も
支

援
課
、
保
健
セ
ン
タ
ー
・
東
部
連
絡
所
・

駅
西
口
連
絡
所
（
桶
川
マ
イ
ン
４
階
）、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
駅
前
・
日
出
谷
）、

各
公
民
館
、
各
保
育
所
（
通
所
し
て
い
る

児
童
お
よ
び
家
族
の
人
の
分
に
限
る
。）

　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

　

こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の

生
活
の
安
定
と
自
立
を
支
援
し
、
福
祉
の

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
対
象

家
庭
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者
の
医
療
費

（
保
険
適
用
分
）
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

平
成
26
年
４
月
か
ら
窓
口
払
い
が
一
部
廃

止
に
な
り
ま
し
た
。

　

助
成
を
受
け
ら
れ
る
人
▼

　

市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
母
子
家
庭
、

父
子
家
庭
、
父
ま
た
は
母
の
一
方
が
規
則

で
定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
家
庭
な
ど

の
児
童
と
そ
の
親
（
ま
た
は
養
育
者
）

　

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
人
▼

・
所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
人
（
※
１
）

・
生
活
保
護
法
の
適
用
を
受
け
て
い
る
人

・
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人

・
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
人

・
他
の
医
療
費
支
給
制
度
で
医
療
費
の
助

成
を
受
け
て
い
る
人

　

助
成
を
受
け
ら
れ
る
期
間
▼

　

児
童
が
満
18
歳
に
達
し
た
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
（
児
童
が
一
定
程
度
の
障
害
の

あ
る
場
合
は
、
児
童
が
満
20
歳
未
満
）

　

助
成
額
▼

　

医
療
保
険
制
度
に
よ
る
医
療
費
の
一
部

負
担
金
お
よ
び
他
の
法
令
に
よ
る
医
療
費

の
本
人
負
担
額
。

　

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
お
よ
び
附
加
給

付
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
控

除
し
た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

※
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
「
災

害
共
済
給
付
制
度
」
の
対
象
や
交
通
事
故

な
ど
の
第
三
者
行
為
に
該
当
す
る
場
合
は
、

支
給
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

助
成
を
受
け
る
方
法
▼

　

あ
ら
か
じ
め
市
へ
受
給
者
登
録
し
「
ひ

と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」

の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
助
成
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

①
窓
口
払
い
な
し

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
し
て
い
る

診
療
の
場
合
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

助
成
対
象
の
医
療
費
を
支
払
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

○
受
診
時
に
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
健
康

保
険
証
と
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給

資
格
証
を
提
示

○
桶
川
市
内
の
医
療
機
関
を
受
診
（
一
部

対
象
外
の
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
。）

※
対
象
と
な
る
桶
川
市
内
の
医
療
機
関
は
、

こ
ど
も
支
援
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
一
医
療
機
関
で
の
一
か
月
の
累
計
自
己

負
担
金
額
（
保
険
適
用
分
）
が
２
万
１
千

円
未
満

※
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
や
、

人
工
透
析
の
調
剤
分
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
条
件
に
該
当
し
て
い
て
も
窓
口
無
料
化

の
対
象
外
で
す
。

②
い
っ
た
ん
支
払
い
、
翌
月
以
降
申
請

　

①
以
外
の
場
合
、
窓
口
で
い
っ
た
ん
医

療
費
を
支
払
い
、
診
療
月
の
翌
月
以
降
に

申
請
書
を
市
の
指
定
提
出
先
（
※
２
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
の
翌
月
末
に

医
療
費
を
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
市
役
所
な
ど
の
窓
口
の
ほ
か
に
、
桶
川

市
、
上
尾
市
、
北
本
市
、
伊
奈
町
に
あ
る

協
定
医
療
機
関
窓
口
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

※
協
定
医
療
機
関
は
こ
ど
も
支
援
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
請
求
期
間
は
、
受
診
し
た
日
か
ら
５
年

間
で
す
。

　

登
録
に
必
要
な
も
の
▼

①
健
康
保
険
証
②
申
請
者
名
義
の
預
金
通

帳
③
印
鑑
④
戸
籍
謄
本
（
養
育
者
で
あ
る

と
き
は
、
児
童
の
父
母
の
戸
籍
ま
た
は
除

籍
謄
本
）
⑤
平
成
27
年
１
月
２
日
以
降
現

住
所
に
転
入
し
た
人
は
、
前
の
住
所
地
の

市
町
村
（
区
）
長
の
所
得
証
明
書

※
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

児
童
扶
養
手
当
証
書
と
①
・
②
・
③
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
状
況
に
よ
り
、
こ
の
他
に
必
要

な
書
類
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
す
で
に
登
録
済
み
の
人
で
、
転
出
や
転

居
、
健
康
保
険
証
の
変
更
、
振
込
先
口
座

の
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
届
け
出
し
て
く

だ
さ
い
。  

《
持
参
す
る
も
の
》
受
給
資
格
者
証
、
変

更
後
の
健
康
保
険
証
ま
た
は
預
金
通
帳

扶養人数 本人（父または母） 養　育　者

０人の場合 192万円未満 236万円未満 

１人の場合 230万円未満 274万円未満

２人の場合 268万円未満 312万円未満

３人の場合 306万円未満 350万円未満

※４人以上は、１人につき38万円を加算した額

里
親
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

～
里
親
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど
も

が
い
ま
す
～

【
里
親
と
は
】

　

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
は
、
家
庭

の
温
か
い
愛
情
と
理
解
が
必
要
で
す
。
し

か
し
、
親
の
病
気
や
離
婚
、
虐
待
な
ど

様
々
な
事
情
に
よ
り
自
分
の
家
庭
で
生
活

で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
乳
児
院
や
児

童
養
護
施
設
な
ど
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

里
親
と
は
、
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
を
家

庭
に
迎
え
入
れ
、
一
時
的
ま
た
は
継
続
的

に
養
育
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

【
里
親
に
な
る
に
は
】

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
特
別
な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、

登
録
の
前
に
研
修
を
受
講
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

○
里
親
制
度
の
詳
細
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所　

              

☎
775
―
４
１
５
２

　

内
容
▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
心
肺
蘇
生
法

（
成
人
）
や
大
出
血
時
の
止
血
方
法
な
ど

※
講
習
修
了
者
に
は
修
了
証
を
交
付

　

と
き
▼
11
月
15
日
㈰
午
前
９
時
～
正
午

（
午
前
８
時
45
分
か
ら
受
付
）

　

と
こ
ろ
▼
北
本
消
防
署
北
本
東
分
署

（
北
本
市
宮
内
７
―
240
）

　

定
員
▼
15
人
【
先
着
順
】

　

対
象
▼
桶
川
市
・
鴻
巣
市
・
北
本
市
に

在
住
ま
た
は
在
勤
で
中
学
生
以
上
の
人

（
再
受
講
可
）

　

費
用
▼
無
料

　

持
ち
物
▼
筆
記
用
具

※
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受
講
者
は
、
当
消
防
本
部

発
行
の
受
講
証
明
書
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
の
画
面
提
示
で
も

可
）

　

そ
の
他
▼
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
応
急
手
当
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
の

受
講
が
で
き
ま
す
。
受
講
者
は
救
命
講
習

の
受
講
時
間
が
開
始
よ
り
１
時
間
免
除
さ

れ
ま
す
。
救
命
講
習
は
毎
月
行
っ
て
い
ま

す
。

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
11
月
８
日
㈰
ま
で

に
、
電
話
ま
た
は
直
接
、
北
本
消
防
署
北

本
東
分
署
☎
048
―
593
―
０
１
１
９
へ
。

応
急
手
当（
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
）講
習

平
成
27
年
度
危
険
物
取
扱
者
試
験

（
第
６
・
７
回
）

　

消
防
法
で
定
め
ら
れ
る
数
量
以
上
の
危

険
物
（
ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油
・
重
油
な
ど
）

を
貯
蔵
し
、
ま
た
は
取
り
扱
う
人
は
、
危

険
物
取
扱
者
免
状
が
必
要
で
す
。

　

試
験
日
・
会
場
▼

①
12
月
６
日
㈰
・
芝
浦
工
業
大
学
（
さ
い

た
ま
市
）

②
12
月
13
日
㈰
・
立
正
大
学
（
熊
谷
市
）

※
種
類
は
い
ず
れ
も
全
種
類
で
す
。

※
試
験
の
た
め
の
準
備
講
習
会
も
開
催
し

ま
す
。

　

申
込
み
▼
㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
支
部
試
験
係
（
〒
330
－
0062
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
仲
町
２
―
13
―
８
ほ
ま
れ
会

館
２
階
）
へ
、
10
月
29
日
㈭
～
11
月
10
日

㈫
【
消
印
有
効
】
に
、
書
面
に
て
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

願
書
配
布
・
問
合
せ
▼

埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予
防
課
☎
048
―

597
―
２
０
０
４
／
桶
川
消
防
署
管
理
指
導

課
☎
773
―
１
１
９
０
／
鴻
巣
消
防
署
管
理

指
導
課
☎
048
―
597
―
２
０
０
５
／
北
本
消

防
署
管
理
指
導
課
☎
048
―
592
―
５
０
０
５

※
い
ず
れ
も
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

上
尾
、
桶
川
、
伊
奈
衛
生
組
合

（
地
方
公
共
団
体
）職
員
を
募
集
し
ま
す

　

平
成
28
年
度
４
月
採
用
予
定
の
技
術
職

員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　

募
集
職
種
▼
技
術
職

　

採
用
予
定
人
数
▼
１
人

　

受
検
資
格
▼
次
の
す
べ
て
の
事
項
に
該

当
す
る
人

・
学
校
教
育
法
に
定
め
る
大
学
、
短
期
大

学
、
専
修
学
校
・
各
種
学
校
（
年
間
授
業

時
間
数
が
680
時
間
以
上
の
学
校
）
で
、
化

学
、
環
境
、
電
気
、
電
子
、
機
械
の
い
ず

れ
か
の
専
門
課
程
を
専
攻
し
、
卒
業
し
た

人
、
ま
た
は
、
平
成
28
年
３
月
ま
で
に
卒

業
見
込
み
の
人

・
昭
和
58
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
で
、

か
つ
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
人

　

第
１
次
試
験
日
▼
11
月
29
日
㈰

　

試
験
会
場
▼
上
尾
、
桶
川
、
伊
奈
衛
生

組
合
（
桶
川
市
大
字
小
針
領
家
１
１
６

０
）

　

申
込
み
▼
10
月
13
日
㈫
～
11
月
６
日
㈮

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分
に
、
直
接
上
尾
、

桶
川
、
伊
奈
衛
生
組
合
へ
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※「
受
検
案
内
」は
10
月
１
日
㈭
か
ら
組
合

事
務
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

問
合
せ
詩
上
尾
、
桶
川
、
伊
奈
衛
生
組

合
☎
728
―
６
０
７
１

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給
制
度

17 162015. 10 2015. 10
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市 内 認 定 こ ど も 園 一 覧

名　称 所 在 地 電　話 対　象

認 定 こ ど も 園
ひ が し 幼 稚 園
ひ が し 保 育 園

東1-6-25 771-6427 満10か 月 か ら
就学前まで

桶川ときわこども園 鴨川1-1-43 786-0162 生 後57日 目 か
ら就学前まで

認 定 こ ど も 園
ひ だ ま り 川田谷3821-3 787-0029 １ 歳 か ら 就 学

前まで

　

  
幼
稚
園
に
つ
い
て

　

満
３
歳
児
か
ら
小
学
校
就
学
前
の
幼
児

の
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的

に
幼
児
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

  　
幼
稚
園
児
の
預
り
保
育
に
つ
い
て

　

園
児
の
保
護
者
が
働
き
な
が
ら
子
育
て

で
き
る
よ
う
に
、
開
園
前
や
教
育
時
間
終

了
後
も
『
預
り
保
育
』
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
夏
休
み
な
ど
の
季
節
休
暇
中

も
１
日
預
り
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

問
合
せ
詩
各
幼
稚
園

い
る
人
は
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
家
庭
保
育
室
入
室
後
、
手
続
き
に
必
要

な
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。
申
請
方
法
は
同

封
の
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
家
庭
保
育
室
ま
た
は
保
育

課
　

  

入
園
受
付
に
つ
い
て

　

各
園
一
斉
に
入
園
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

願
書
受
付
開
始
日
▼
10
月
15
日
㈭

　

願
書
受
付
期
間
▼
11
月
１
日
㈰
か
ら

　

平
成
28
年
度
（
来
年
４
月
）の
保
育
所
・

認
定
こ
ど
も
園
・
小
規
模
保
育
施
設
・
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
新
規
入
所
申
込
み
の
受

付
を
、
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
就
労
証

明
書
な
ど
、
勤
務
先
で
記
入
す
る
も
の
が

あ
り
ま
す
の
で
、
申
込
書
類
は
余
裕
を

も
っ
て
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

10
月
15
日
㈭
か
ら
配
布
す
る
入
所
案
内
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
類
配
布
開
始
日
▼
10
月
15
日
㈭

か
ら
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

　

申
込
書
類
配
布
場
所
▼
保
育
課
（
保
健

セ
ン
タ
ー
内
）、
市
内
の
埼
玉
県
認
可
保

育
所
（
園
）、
市
内
の
認
定
こ
ど
も
園
、

小
規
模
保
育
施
設
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、

駅
前
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
出
谷
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

受
付
期
間
▼
11
月
24
日
㈫
～
12
月
１
日

㈫
　

受
付
時
間
▼

平
日
⇨
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

土
・
日
曜
日
⇨
午
前
９
時
～
11
時
30
分

　

受
付
場
所
▼
保
育
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
） 平

成
28
年
度　
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も

園
・
小
規
模
保
育
施
設
・
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
新
規
入
所
申
込
受
付
に
つ
い
て

※
入
所
は
申
込
み
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
書
類
不
備
の
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

※
手
続
き
に
必
要
な
書
類
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

保
育
の
基
準
▼

　

保
護
者
（
同
居
す
る
祖
父
母
を
含
む
）

が
就
労
、
妊
娠
・
出
産
、
保
護
者
の
疾
病
・

看
護
、
災
害
復
旧
、
求
職
活
動
、
就
学
な

ど
に
よ
り
、
昼
間
家
庭
に
い
な
い
こ
と
が

常
態
で
あ
る
も
の
。

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
▼

①
保
育
所
入
所
申
込
兼
支
給
認
定
申
請
書

②
入
所
申
込
み
に
か
か
る
意
志
確
認
表
・

家
庭
状
況
書

③
就
労
証
明
書
な
ど
（
保
育
が
で
き
な
い

世
帯
員
全
員
分
）

④
健
康
調
査
表

⑤
兄
弟
姉
妹
の
幼
稚
園
な
ど
の
在
園
証
明

書
（
該
当
す
る
人
の
み
）

※
勤
務
先
な
ど
の
事
情
に
よ
り
市
外
の
保

育
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、
保
育
所
所
在

地
の
市
区
町
村
に
申
込
締
切
日
を
確
認
の

う
え
、
締
切
日
の
５
日
前
ま
で
に
桶
川
市

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

入
所
決
定
▼

　

利
用
調
整
の
結
果
、
保
育
の
必
要
性
の

高
い
人
か
ら
内
定
を
通
知
し
ま
す
。
な
お
、

支
給
認
定
証
に
つ
き
ま
し
て
は
、
内
定
、

待
機
に
か
か
わ
ら
ず
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

市 内 桶 川 市 認 定 家 庭 保 育 室 一 覧

保 育 室 名 所在地 電　話
特別保育

一時 休日 夜間・早朝

い な ほ 保 育 園 　川田谷4593-10 786-5970

聖 友 保 育 園 　若宮1-4-52 
　埼北SSビル2F 786-7911 ○ ○ ○

※家庭保育室への入室の申込みは、各園で受け付けています。 
※保育料などの詳細は、各家庭保育室にお問い合わせください。 
※○印は、通常保育以外に実施しているものです。

市 内 幼 稚 園 一 覧

幼稚園名 所 在 地 電　話

愛 宕 幼 稚 園 上日出谷1008 786-7277

う さ ぎ 幼 稚 園 倉田103 728-2981

桶 川 幼 稚 園 寿2-10-4 771-1238

し ろ が ね 幼 稚 園 坂田１５０ 728-4004

（幼稚園名は五十音順）

　

申
込
書
類
配
布
開
始
日
▼
10
月
15
日
㈭

※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

　

申
込
書
類
配
布
場
所
▼
各
認
定
こ
ど
も

園
　

受
付
開
始
日
▼
11
月
１
日
㈰

　

受
付
時
間
▼
各
認
定
こ
ど
も
園
に
よ
る

　

受
付
場
所
▼
各
認
定
こ
ど
も
園

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
▼

①
各
園
で
配
布
さ
れ
る
入
園
願
書

②
支
給
認
定
申
請
書

※
入
園
手
続
き
が
完
了
し
た
児
童
に
つ
い

て
は
、
支
給
認
定
証
を
各
認
定
こ
ど
も
園

か
ら
お
渡
し
し
ま
す
。

　

申
込
み
・
問
合
せ
▼
各
認
定
こ
ど
も
園

　

入
室
の
基
準
▼

　

桶
川
市
立
の
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る

児
童
で
、
主
と
し
て
下
校
後
保
護
者
（
同

居
す
る
祖
父
母
を
含
む
）が
就
労
、
妊
娠
・

出
産
、
保
護
者
の
疾
病
・
看
護
、
災
害
復

旧
、
求
職
活
動
、
就
学
な
ど
に
よ
り
家
に

い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
も
の
。

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
▼

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
入
室
申
込
書

②
児
童
家
庭
調
書

③
就
労
証
明
書
な
ど
（
保
育
が
で
き
な
い

世
帯
員
全
員
分
）

　

入
室
決
定
▼

　

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
分
）

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　

審
査
の
結
果
、
保
育
の
必
要
性
の
高
い

人
か
ら
入
室
の
承
諾
を
し
ま
す
。
特
別
支

援
学
級
な
ど
に
通
う
予
定
の
児
童
は
、
申

し
込
ん
だ
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
児
童
面

接
を
行
い
、
集
団
保
育
の
可
否
を
判
断
し

て
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
各
小
学
校
区

に
設
置
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　

詳
し
く
は
詩
保
育
課

　

  

家
庭
保
育
室
と
は

　

市
で
は
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い

る
施
設
を
「
家
庭
保
育
室
」
と
し
て
認
定

し
、
保
護
者
が
就
労
な
ど
で
日
中
家
庭
に

い
な
い
乳
幼
児
（
生
後
７
週
目
か
ら
３
歳

未
満
児
）
の
保
育
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
近
隣
市
町
が
認
定
し
て
い
る
市
外

の
家
庭
保
育
室
へ
の
委
託
も
し
て
い
ま
す
。

　

  

保
護
者
に
対
す
る
助
成
（
保
護
者
助

成
金
）
に
つ
い
て

　

家
庭
保
育
室
の
通
常
保
育
を
利
用
す
る

３
歳
未
満
児
の
保
護
者
に
対
し
、
家
庭
保

育
室
保
育
料
（
５
万
５
千
円
を
限
度
と
す

る
）
と
埼
玉
県
認
可
保
育
所
に
入
所
し
た

場
合
の
保
育
料
（
減
額
な
し
）
と
の
差
額

を
、
月
額
１
万
５
千
円
を
限
度
に
助
成
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
助
成
金
の
交
付
に
は
、
い
く
つ
か
条
件

が
あ
り
ま
す
。

※
家
庭
保
育
室
以
外
の
施
設
を
利
用
し
て

桶
川
市
認
定
家
庭
保
育
室
の
ご
案
内

『
幼
稚
園
』入
園
願
書
受
付
に
つ
い
て

市 内 保 育 所 ( 園 ) 一 覧

名　称 所 在 地 電　話 対　象

鴨 川 保 育 所 下日出谷88-4 786-1437 満10か 月 か ら
就学前まで

北 保 育 所 北1-15-28 771-2014 満10か 月 か ら
就学前まで

坂 田 保 育 所 坂田1559-1 728-4653 生 後43日 目 か
ら就学前まで

日 出 谷 保 育 所 上日出谷920-5 787-0593 生 後43日 目 か
ら就学前まで

桶川たんぽぽ保育園 下日出谷西
1-17-14 786-5423 生 後43日 目 か

ら就学前まで

カ オ ル キ ッ ズ
ラ ン ド 保 育 園 若宮1-1-13 789-0888 生 後43日 目 か

ら2歳児まで

桶幼どれみ保育園 寿2-10-4 771-2258 生 後43日 目 か
ら2歳児まで

ア ー ト チ ャ イ
ル ド ケ ア 桶 川 朝日1-27-3 778-1216 生 後57日 目 か

ら就学前まで

さ く ら 保 育 園 東2-5-25 778-1680 生 後43日 目 か
ら就学前まで

市 内 小 規 模 保 育 施 設 一 覧

名　称 所 在 地 電　話 対　象

あ ゆ み 保 育 園 南1-2-21
1221番館1階 771-8349 生 後43日 目 か

ら2歳児まで

な の は な 保 育 園 川田谷3267 787-0970 生 後43日 目 か
ら2歳児まで

バ ン ビ ー ナ 桶 川
ビ ュ ー タ ワ ー 園

若宮1-4-30
ビュータワー
おけがわ1-111

783-3692 生 後90日 目 か
ら2歳児まで

なのはな第２保育園 若宮1-3-9
大隅ビル1階 787-0970 生 後43日 目 か

ら2歳児まで

　

保
育
所
・

　
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
園
部
分
）・

　
小
規
模
保
育
施
設
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１０月 ●桶川市役所・教育委員会／緯７８６－３２１１　姉７８６－９８６６
●社会福祉協議会／緯７２８－２２２１　姉７２８－２３１３

相　　　　談 相談員 相　　談　　内　　容 と　　　き と　こ　ろ 問 合 せ

法律相談（予約制） 弁 護 士 相隣、金銭・賃貸借、離婚・相続などの法
律全般についての相談

２日㈮・９日㈮・２３日㈮・３０日㈮　１4：００
～１７：００　１７日㈯ ９：００～１２：００
１１月６日㈮・１３日㈮・２７日㈮
１4：００～１７：００　２１日㈯ ９：００～１２：００

仮設庁舎相談室

秘書広報課

司法書士法律相談（予約制） 司法書士 相続、遺言、名義変更、会社設立登記、成
年後見、少額民事訴訟（債務整理）等の相談

８日㈭　＊次回は１１月１２日㈭
１３：００～１６：００ 仮設庁舎相談室

行 政 書 士 相 談 行政書士 成年後見制度、相続、各種契約書、内容証
明、会社設立などの手続きの相談

１日㈭　＊次回は１１月２日㈪
１３：００～１６：００ 仮設庁舎相談室

不動産相談（予約制） 宅地建物取
引 主 任 者 不動産の売買、賃貸借契約等についての相談 ２８日㈬

１３：００～１６：００ 仮設庁舎相談室

住 宅 相 談 建設団体
の相談員

住宅の新築、増改築、修繕、工事、耐震な
どの相談

１７日㈯
９：００～１２：００

仮設庁舎会議室301
電話可　緯７８６-３２１１

行 政 相 談 行政相談
委 員

国や県、公団・公社等への要望や苦情につ
いての相談

２日㈮　＊次回は１１月６日㈮
１０：００～１２：００ 仮設庁舎相談室

多 重 債 務 相 談 市 役 所
職 員

消費者金融等からの借金返済などに困って
いる方の相談 随時 仮設庁舎相談室

直通緯７８６-３45０

暴力団被害相談（予約制） 上尾警察署
職 員

暴力団により被害を受けたり、困っている
ことについての相談 随時 仮設庁舎相談室 安心安全課

女性相談（予約制） 県外の専門
カウンセラー 女性のためのなんでも相談 5日㈪　１０：００～１６：００

２６日㈪　１６：００～２０：００ 仮設庁舎相談室
人権・男女共同
参画課人 権 相 談 人権擁護

委 員
悩みごと・離婚問題・子どものいじめなど
の日常生活でお困りのことの相談

１３日㈫
９：００～１２：００ 地域福祉活動センター3階

内 職 相 談 内 職
相 談 員

内職に関する相談・案内・ハローワークの
求人情報の閲覧

毎週水・金曜日（祝日を除く）
１０：００～１5：００

勤労福祉会館
直通緯７７３-１１２１（水・金曜日） 産業観光課

消 費 生 活 相 談 消費生活
相 談 員

消費者トラブルや苦情など、消費生活全般
についての相談

毎週月・火・木・金曜日（祝日を除く）
１０：００～１5：３０（１２：００～１３：００を除く）

仮設庁舎2階
電話可　緯７８６-３２１１ 自治文化課

こどもと家庭なんでも相談 家庭児童
相 談 員

親や子どもからの、家庭・幼稚園・学校な
どでの悩みや子育ての相談

毎週火・木曜日（祝日を除く）
１０：００～１６：００

駅前子育て支援センター
直通緯７７７-７７０８ こども支援課

こどものことばや運動面 専 門
相 談 員 未就学児の発達についての相談 事前に電話で申し込み、日程

調整して決定
児童発達支援センター分室
緯７８７-55６２

児童発達支援セ
ンター分室

教 育 相 談 専 門
相 談 員

子どもの教育やしつけについての悩みごと
の相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９：００～１７：００

桶川市教育センター
直通緯７８６-３２３７ 学校支援課

心 配 ご と 相 談 民生委員 さまざまな心配ごとの相談 毎週土曜日（祝日を除く）
１３：００～１5：００

地域福祉活動センター
直通緯７２８-２３６９

社会福祉協議会
結 婚 相 談 民生委員 結婚を望む方の相談 毎週土曜日（祝日を除く）

１３：００～１5：００ 地域福祉活動センター

　全国的に高齢化が進むなか、高齢者などの訪問販売被害事件や孤独死などが話題になることが
多くなりました。そうした中で、地域で見守る体制づくりが求められています。
　シリーズ第３回目は、桶川市の高齢者の見守り体制についてご紹介します。

地域で見守る体制づくり
　市では、平成19年から『桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業』を
行っております。この事業は、市および関係機関がネットワークを作り、
相互に連携して高齢者の見守り活動を行い、異常などを発見した場合に迅
速に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるように
支援するものです。
　具体的には、要援護高齢者を〈発見するシステム〉と〈支援するシステ
ム〉の２つにより、ネットワークづくりを進めています。
　〈発見するシステム〉は、地域で高齢者などと接する機会が多い機関や
市民の方々の協力を得て、異変を発見するシステムです。今年度は、本事
業の再構築を図るため関係機関とネットワーク会議を行い本事業の強化を
図ります。
　〈支援するシステム〉は、「時々訪問による見守りをしてほしい」という
希望のある人に対し、高齢介護課・地域包括支援センター・民生委員など
が月１回程度家庭訪問を実施しています。利用要件などがありますので、
利用を希望する場合は、お問い合わせください。

住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるように
シリーズ　明日のあんしん　～高齢者の生活を支える～③

詳しくは至高齢介護課

●ネットワーク事業に要援護高齢者を〈探索するシステム〉が加わ
ります
　今年度から新たに〈探索するシステム〉が加わります。
　具体的には、［徘徊高齢者等家族支援サービス］と［桶川市防災
情報メール］です。
　「徘徊高齢者等家族支援サービス」は、徘徊が心配される高齢者
などを、在宅で介護する人に探索端末を貸与し、対象者に携行して
いただくことにより、行方不明になったときに、探索システムを用
いて短時間に行方不明者を発見するサービスです。
　［桶川市防災情報メール］は、登録したメールアドレスに対し、
各種防災関連情報をお送りするものです。メール情報の中には、行
方不明者などの情報が配信されます。メールアドレスの登録は無料
ですが、メールを受信する通信料は、負担していただく必要があり
ます。
　利用者が多くなることが、地域で見守る力になります。

地域包括支援センター主催
介護者のつどい

　介護についての情報交換を
行っています。※予約不要
　とき▶10月20日㈫
午後１時30分～３時
　ところ▶桶川集会所（ユニ
ティ）
　問合せ至
地域包括支援センター
　ルーエハイム☎789-2121
地域包括支援センター
　ねむのき☎783-5311

　詳しくは至
　　　　　　桶川市防災情報メールについては、安心安全課へ。
　　　　　　桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業・徘徊高齢
　　　　　　者等家族支援サービスについては、高齢介護課へ。

  桶川市防災情報メール登録
  メールまたは、QRコードで登録が可能です。
  メールアドレス⇨okegawa-city_subscribe@jam2.oshirase-plus.jp
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